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第２編 土木設計等業務委託 
 

第１章 総  則 

 

１－１－１ 適  用 

１．本編は、契約書（土木設計等）により発注する土木工事に係る調査、計画、設計に関する

委託業務（以下「設計等業務」という。）に、第１編と併せて適用する。 

２．本業務において測量等の業務を行う場合は、第３編 測量等業務委託(測量業務)に準拠し

なければならない。 

１－１－２ 管理技術者及び照査技術者 

１．受注者は、管理技術者及び照査技術者をもって、秩序正しい業務を行わなければならない。 

２．照査技術者は、第１編第１章１－１－９ 照査技術者及び照査の実施 の規定に基づき管理

技術者と同様の資格を有する者とし業務の全般にわたり、業務内容と技術上の照査を行わ

なければならない。  
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第２章 設計等業務一般 

 

２－１－１ 使用する技術基準等 

１．受注者は、業務の実施に当たっては、以下に掲げる図書類の他、日本工業規格（ＪＩＳ）、

日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）の規定、最新の各種設計基準及び参考図書、その他関連す

るすべての法規に基づいて行うものとする。なお、使用に当たっては、事前に監督職員監

督職員等の承諾を得なければならない。 

 

・大 阪 市 水 道 局「配水管工事設計ガイド」 

・    〃    「土木工事共通仕様書」 

・    〃    「水道施設工事共通仕様書」 

・    〃    「給水装置工事設計施行基準」 

・    〃    「給水装置工事設計施行ガイドブック」 

・    〃    「給水装置改良工事の設計・積算施工手引」 

・日 本 水 道 協 会「水道施設設計指針」 

・    〃    「水道施設耐震工法指針・解説」 

・    〃    「水道維持管理指針」 

・土 木 学 会「コンクリート標準示方書」 

・    〃    「水理公式集」 

・    〃    「構造力学公式集」 

・    〃    「土木工学ハンドブック」 

・    〃    「土木製図基準」 

・日 本 道 路 協 会「道路橋示方書」 

・    〃    「道路土工要領」 

・    〃    「道路土工－擁壁工指針」 

・    〃    「道路土工－カルバート工指針」 

・    〃    「道路土工－仮設構造物工指針」 

・日本工業用水協会「工業用水道施設設計指針・解説」 

・土 質 工 学 会「土質工学ハンドブック」 

・大 阪 市「大阪市土木・建築構造物震災対策技術検討会報告書」 

・    〃    「建築構造物土木構造物の耐震性向上の指針・解説」 

・    〃    「市設建築物の耐震計画技術指針」 

 

２．本仕様書において引用している各種基準、規格、規定、法令等については、常に最新のも

のを参照しなければならない。 

３．受注者は、積極的にリサイクルによる資源の有効活用等に努めなければならない。 

２－１－２ 現地踏査 

受注者は、設計等業務の実施に当たり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握す

るものとする。現地の状況を示す写真を撮影するとともに、その結果を取りまとめるものとす

る。ただし、監督職員監督職員等が指示した場合は、写真の提出を不要とする。 
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２－１－３ 設計等業務の種類 

１．設計等業務とは、土木工事に係る調査業務、計画業務、設計業務をいう。 

２．この共通仕様書で規定する設計等業務は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用

後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。 

２－１－４ 設計等業務の内容 

１．調査業務 

調査業務とは、現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕

様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。なお、同一の業

務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務

とする。 

２．計画業務 

第１編第１章１－１－15 資料等の貸与及び返却 及び本編第２章２－１－１ 使用する技

術基準等 に定める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案

を行うことをいう。なお、同一の業務として解析、検討のための資料収集等を行うことに

ついても、これを計画業務とする。  

３．設計業務 

（１）設計業務とは、第１編第１章１－１－15 資料等の貸与及び返却 及び本編第２章２－

１－１ 使用する技術基準等 に定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則として

基本計画、概略設計、予備設計あるいは詳細設計を行うことをいう。 

（２）基本計画とは、設計の同一の業務として設計対象となる各種施設物の基礎的項目ある

いは資料収集対象項目を整理し、監督職員監督職員等の承諾を得ることをいう。 

（３）概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき、目

的構造物の比較案又は最適案を提案することをいう。 

（４）予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等

の成果物及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的

な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物

等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成することをいう。なお、

同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについても、これを予備設計とす

る。 

（５）詳細設計とは、実測平面図（空中写真図を含む）、縦横断面図、予備設計等の成果物、

地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき、工事発注に必要な平面図、縦横断面

図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成する

ことをいう。 

２－１－５ 設計等業務の条件 

１．受注者は、業務の着手に当たり第１編第１章１－１－15 資料等の貸与及び返却 に規定す

る貸与資料、本編第２章２－１－１ 使用する技術基準等 に規定する適用基準等及び設計

図書等を基に設計条件を設定し、監督職員監督職員等の承諾を得るものとする。また、受
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注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に

監督職員監督職員等の指示又は承諾を受けなければならない。  

２．受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第１編第１章１－１－15 資料

等の貸与及び返却 及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目

あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員監督職員等の承諾を得るものとする。 

３．受注者は、前項において第１編第１章１－１－15 資料等の貸与及び返却 に規定する貸与

資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員

監督職員等と協議するものとする。 

４．受注者は、設計図書及び本編第２章２－１－１ 使用する技術基準等 に示された以外の解

析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員監

督職員等の承諾を得るものとする。 

５．受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、関係資料等を提出

し、監督職員監督職員等の承諾を得るものとする。 

６．設計に使用する材料、製品は、土木工事共通仕様書第１編第２章 材料 によるものとする。

なお、特定の材料、製品を採用する場合には、その見本又は説明書等を提出し、監督職員

監督職員等の承諾を得るものとする。 

７．受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を

明記するものとする。 

８．受注者は、設計に当たって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた

設計を行うものとする。また、監督職員監督職員等の指示があった場合、建設副産物の検

討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。 

９．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督職

員監督職員等と協議するものとする。 

10．受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層のコスト縮減

の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された１ケースについてコスト縮

減の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコス

ト縮減提案を行うものとする。 

  この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意

事項等（コスト縮減の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項）について、後設計

を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算

等の作業を行う必要はない。 

11．受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、若しくは、概略設計における比

較案を予備設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム（NETIS）等を

利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。 

また、受注者は詳細設計における工法等の選定においても、新技術情報提供システム

（NETIS）等を利用し、新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督職員監

督職員等と協議の上、採用する工法を決定した後に設計を行うものとする。 
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２－１－６ 設計等業務要領 

１．構造物の設計 

設計条件、その他詳細事項については、監督職員監督職員等と適宜協議の上、決定するも

のとする。 

２．管路の設計 

（１）調査 

① 設計の対象となる配水管等について、本市の水道管理図、完成図等により、口径、管

種、継手形式、配管方法、布設位置等の調査を行うものとする。 

② 他企業体の埋設物管理台帳及び地上物件等により、地下埋設物の種類、形状、布設位

置、構造等について調査を行うものとする。 

③ 道路台帳等により、認定、未認定道路の調査を行うとともに、舗装種別、新舗装等に

ついての調査を行うものとする。 

④ その他、監督職員監督職員等が指示した調査 

（２）管路計画 

測量及び調査の結果に基づき、配水管等の口径、管種、水源、埋設位置、土被り、連

絡関係、属具類、既設地下埋設物及び計画埋設物との調整並びに他工事との関連等の具

体的な検討を行い、管路計画図面（平面、断面、横断交差、縦断等）を作成するものと

する。 

３．関係先との設計事前協議 

（１）管路計画図面に基づき、道路管理者、鉄道事業者、消防局等との必要事項の設計協議 

（２）関係する埋設企業体との埋設位置、土被り、埋設物相互の離隔、計画工事との相互調

整等の設計事前協議 

（３）その他設計に必要なもの一切の打合せ 

以上の協議事項を、管路計画図面に明示するものとする。 

４．道路工事調整に必要な業務 

受注者が、管路の検討及び関係先との設計事前協議等に基づき、作成した管路計画図面に

より、発注者において大阪市道路工事調整協議会（以下「道路工事調整協議会」という。）

で埋設位置、土被り、埋設物との交差、関連工事との工程関係等の調整を行い、管路計画

の最終決定をするものとする。なお、道路工事調整協議会において管路計画の不備又は変

更が生じたものについては、管路計画図面を修正するものとする。また、道路工事調整の

不要なものについては、監督職員監督職員等及び関係先との協議により決定するものとす

る。 

５．防 護 工 

異形管等の防護工については、「配水管工事設計ガイド」（管路編）（設計計算例編・異形

管防護編）に基づき、設計するものとする。 

６．図面の作成 

作成する図面は、本編第２章２－１－11 提出図書類 の規定によるものとし、道路工事調
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整協議会で決定された事項及び監督職員監督職員等の指示に基づき、工事施工に必要な事

項を図面に明示するものとする。 

７．計算書等の作成 

作成する計算書等は、本編第２章２－１－11 提出図書類 の規定による他、監督職員監督

職員等の指示によるものとする。 

２－１－７ 各種地下埋設物調査について 

１．大阪ガスネットワーク㈱埋設調査 

大阪ガスネットワーク㈱導管事業部大阪導管情報室大阪事業部 保全チーム 他工事グル

ープ（大阪市西区千代崎３‐南２‐37）（以下「大阪導管情報室他工事グループ」という。）

でガス導管経路図を閲覧し、ガス導管経路図面のコピー提供が必要となる場合は「ガス導

管図面使用申込書（兼受領書）」（第５編 様式－19）を受注者が作成し必要事項を記入のう

え、監督職員監督職員等の押印後、大阪導管情報室他工事グループに受注者が持参し提出

した後、ガス導管経路図面のコピーの提供を受けなければならない。 

なお、転記等でコピー提供が不要の場合は、当該申込書を提出する必要はない。 

２．㈱ＮＴＴフィールドテクノ埋設調査 

㈱ＮＴＴフィールドテクノ大阪アクセス運営大阪社外工事立会センター（大阪市城東区中

浜４－８－22）（以下「アクセス運営工事立会センター」という。）で、ＮＴＴ竣工図面を

閲覧し、竣工図のコピー提供が必要となる場合は、「地下埋設物調査依頼書」（第５編 様式

－20）を受注者が作成し必要事項を記入のうえ、監督職員監督職員等の押印後、アクセス

運営工事立会センターに受注者が持参し提出した後、竣工図のコピーの提供を受けなけれ

ばならない。コピーについては、ハンディコピー機やデジタルカメラによるコピーとする。 

なお、転記等でコピー提供が不要の場合は、当該依頼書を提出する必要はない。 

３．交通信号ケーブル調査 

受注者は、大阪府警察本部にて交通信号ケーブルの調査を行わなければならない。調査に

当たっては、「交通信号ケーブル図面閲覧申込書」（第５編 様式－21）を受注者が作成し必

要事項を記入のうえ、監督職員監督職員等の押印後、大阪府警察本部に受注者が持参し調

査しなければならない。 

また、トレースした図面を交差点毎にＡ３サイズで清書した後、成果品納品時に数量計算

書とともに提出しなければならない。なお、設計図面への反映は必要ないものとする。 

 

・交通信号ケーブル調査の手順 

（１）府警本部受付で来庁目的（交通規制課にて交通信号ケーブルの調査を行いたい旨）

を伝え、受付し、名札を受け取る。 

（２）交通規制課の職員が応対に来るまで、待合室で待機する。その後、応対に来た職員

と共に交通規制課に行く。このときに委任状を提出する。 

（３）全信号位置を記載した地図を参照し、交差点番号を調べる。 

（４）交通規制課の職員に、調査したい交差点番号を伝える。 

（５）交通規制課の職員が該当する図面を提示するので、この図面を借りてトレ－スする。 

（６）作業が終わったら交通規制課の職員を呼び、図面を返却する。 
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（７）受付に戻り、名札を返却する。 

 

 

留意点 

○ 交通規制課の職員が不在の場合があるので、電話にて事前に来庁日を伝えることも

可能。（交通規制課 信号係 ６９４３－１２３４） 

○ 頻繁に訪問する事がないよう、できるだけまとめて調査しなければならない。 

 

４．道路照明灯埋設管調査 

受注者は道路照明灯埋設管の調査を行い、転写した図面をＡ３サイズで清書した後、成果

物納品時に数量計算書とともに提出しなければならない。 

調査に当たっては、「道路照明灯埋設管調査について（依頼）」（第５編 様式－22）を受注

者が作成し必要事項を記入のうえ、大阪市建設局企画部工務課道路公園設備担当に提出す

るとともに、当局設計等業務の受注者である旨を伝えたうえで調査を行うこととする。 

２－１－８ 埋設物離隔協議について 

受注者は、道路工事調整における企業間調整前に、道路工事調整協議会関係者（大阪市建

設局下水道河川部部施設管理課、大阪ガスネットワーク㈱、関西電力送配電㈱、西日本電

信電話㈱、㈱ケイ・オプティコムオプテージ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、ベライゾン

ジャパン合同会社、Ｃｏｌｔテクノロジーサービス㈱、その他電気通信事業者、大阪市水

道局等）と、平行離隔及び交差離隔等の協議を行わなければならない。 

ただし、複雑な協議、立坑構造に伴う協議及び移設を伴う協議がある場合は監督職員監督

職員等と協議を行わなければならない。 

離隔協議に当たっては、事前に協議先企業の担当者に連絡し、「設計協議依頼書」（第５編 

様式－23）を受注者が作成し必要事項を記入のうえ、監督職員監督職員等の押印後、協議

先企業に提出しなければならない。 

また、協議録を作成し監督職員監督職員等に提出しなければならない。 

２－１－９ 管路情報管理システムの使用について 

１．大阪市水道局管路情報管理システム（以下「マッピング」という。）を使用は、当局が発

注する設計業務委託受注者（給水装置整備工事等設計業務委託受注者においては、届出さ

れている使用者に限る）に限定する。 

２．受注者は、マッピングの端末を他の目的に使用してはならない。また、マッピングから得

られた情報を発注者の許可なく第三者等へ提供してはならない。 

３．受注者は、マッピングの使用に当たっては、使用開始までに「管路情報管理システム使用

申込書」（第５編 様式－24）を、工務部工務課に提出しなければならない。「給水装置整備

工事等設計業務委託」においては、（第５編 様式－24 の２）を、工務部給水課に提出しな

ければならない。 

申込書提出後、使用に必要なパスワード等を発行する。 

４．マッピングは、工務部工務課執務室内の端末を使用することができる。給水装置整備工事
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等設計業務委託の受注者は、工務課執務室内の端末に加え、業務を担当する水道センター

執務室内の端末を使用することができる。 

５．印刷用の用紙は、受注者において用意しなければならない。  

６．操作方法については、備え付けの操作説明書を参照しなければならない。不明な点等があ

れば、監督職員等に問い合わせなければならない。 

７．その他 

（１）共通事項 

① 混雑しているときは、受注者間で譲り合って使用しなければならない。 

② 端末及びサーバーの維持管理作業等により、使用できない事がある。 

③ 監督職員又は発注者職員から指示があった場合は、これに従わなければならない。 

（２）給水装置整備工事等設計業務委託に関する事項 

① 水道センター執務室内マッピング用のＩＤ及び初期ログインパスワードを発行する。

なお。初期ログインパスワードは変更することができる。 

② 工務課執務室内マッピング用のログインパスワードは、希望のパスワードを発行する。 

③ 当該業務におけるマッピング使用は、水道センター執務室で行う事を原則とし、工務

課執務室内マッピングの使用は、工業用水道給水施設工事に係る設計の他、やむを得な

い事情がる場合に限定する。 

④ 工務課執務室内マッピングは、工務課発注業務受注者の使用を優先するので、工務課

発注業務受注者が使用を希望した場合は、使用を譲らなければならない。 

８．前各項の規定の他、特記仕様書の記載に従わなければならない。 

２－１－10９ 設計細則 

１．設計図書等作成要領 

（１）記入方法 

図面は、電子データとする。 

（２）記  号 

計算書等に記入する記号は、土木学会、建築学会、日本道路協会、地盤工学会等の規定

によるものとする。 

（３）製図基準 

製図については、ＪＩＳ ＡJIS A 0101（土木製図通則）、土木学会「土木製図基準」の

規定によるものとする。 

２．図面及び書類作成上の注意 

（１）調整図面 

道路工事調整協議会への提出用図面の色別は、次による。 

ガ ス 関 係 ············ 緑色 

ＮＴＴ関係 ············ 黄色 

下 水 関 係 ············ 茶色 

水 道 関 係 ············ 上水既設管：水色、工水既設管：紫色 
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撤去管（上水）：水色（ハッチング赤色） 

撤去管（工水）：紫色（ハッチング赤色） 

存置管（上水）：水色（引出し線で表示） 

存置管（工水）：紫色（引出し線で表示） 

電 気 関 係 ············ 橙色 

そ  の  他 ············ 桃色（ケイ・オプティコム㈱オプテージ、ＫＤＤＩ㈱、共

同溝関係他） 

（２）計算書等 

構造計算及び水理計算を行う場合は、直接数値計算のみを記入しないで、公式及び誘導

した式も併せて記載し、使用した理論、公式、引用文献等を明記しなければならない。

なお、数量計算書の単位及び数位の採り方は、発注者の基準によるものとする。 

（３）業務分担の原則（管路設計の場合） 

① 調査、測量図の作成（受注者） 

② 関連する工事の調査及び協議（監督職員監督職員等及び受注者） 

③ 布設位置の決定（監督職員監督職員等） 

④ 平面図及び縦横断面図の作成（受注者） 

⑤ 道路工事調整協議会への調整図面の作成（受注者） 

⑥ 道路工事調整協議会での調整（監督職員監督職員等） 

⑦ 管工事設計書の作成（受注者） 

⑧ 道路管理者への申請書作成（受注者） 

⑨ 道路使用許可申請書の作成（受注者） 

⑩ その他、監督職員監督職員等が指示する書類の作成（受注者） 

２－１－110 提出図書類 

１．構造物の設計で提出する図書類は、次の事項によるものとする。 

（１）業務報告書 

① 業務委託協議等（録） 

② 照査報告書 

③ 現場調査写真 

④ 図面 

・位置図（構造物の所在地を示す図） 

・全体平面配置図（構造物築造区域内の配置を示す図） 

・構造一般図（構造物の全体的構成、外観、流水の方向、水位その他一般的事項を示す

図であって、水位高低比較図を含む） 

・構造図（配水池等の構造物で、構造の把握に必要とする十分な事項を示す図） 

・詳細図（一部分の形状、寸法など詳細に示す図） 

・配筋図（鉄筋の位置、形質寸法等、配筋に必要な事項を示す図であって、加工図、材

料表を含む） 
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・配管図（配水管等の据付及び継手等を示す図） 

・仮設図（土留、覆蓋、足場等を示す図） 

・設備図（各種電気設備、機械設備等の構造、性能、据付方法等を示す図） 

・施工図（施工順序図・交通切り回し図） 

・その他、監督職員監督職員等が指示する図面 

⑤ 計算書等 

・構造計算書（配管管厚を含む） 

・水理計算書 

・基礎計算書 

・仮設計算書 

・耐震検討書 

・数量計算書 

・概算工事費計算書 

・工期算定計算書 

・その他、監督職員監督職員等が指示する計算書等 

⑥ その他、監督職員監督職員等が指示する書類 

（２）電子データ（前項のうち、図面及び計算書等の電子データ） 

（３）提出部数 

提出部数については、表２－１のとおりとする。 

 

表２‐１ 

番号 種  別 部数 備  考 

１ 業務報告書  

①業務委託協議等（録）  

②照査報告書  

③現場調査写真  

④図面 

位置図、全体平面配置図、構造一般図、構造図、詳細図、配

筋図、配管図、仮設図、設備図、施工図、その他監督職員監

督職員等が指示する図面 

⑤計算書等  

構造計算書、水理計算書、基礎計算書、仮設計算書、耐震検

討書、数量計算書、概算工事費計算書、工期算定計算書、そ

の他監督職員監督職員等が指示する計算書等  

⑥その他監督職員監督職員等が指示する書類  

１ カラー印刷  

（Ａ４折り）  

２ 電子データ  

（上記設計業務等報告書添付書類の図面、計算書等）  

１  

 

２．管路設計（配水管工事設計、給水装置整備工事等設計）で提出する図書類は、次の事項に

よる。なお、縮尺については、第３編第６章 用紙及び製図、縮尺 の規定によるものとす
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る。 

（１）設計業務等実績報告書（第５編 様式－18） 

（２）業務報告書 

① 業務委託等協議等（録） 

② 照査報告書 

③ 地下埋設物調査資料 

④ 現場調査写真 

⑤ 業務報告書 

・位置図（管路の工事場所を示す図であって、本市の水道管理図を用い、管理図番号、

メッシュ番号及び区切線を記入すること） 

・平面図（地形の平面図に管及び属具類等の形質寸法、布設位置、道路基準点、他の地

下埋設物、その他工事に必要な事項を示す図） 

・縦断面図（地形の縦断面図に管及び属具類の形質寸法、布設位置、他の地下埋設物、

その他工事に必要な事項を示す図） 

・横断面図（地形の横断面図に管及び形質寸法、布設位置、他の地下埋設物、その他工

事に必要な事項を示す図で、歩車道境界、道路境界に面する側溝、家屋等を含めた範

囲とする。なお、道路幅員の全幅が20ｍ以上若しくは４車線以上の場合は、監督職員

監督職員等と協議を行うこと。） 

・埋設物関係の交差図（縦断面図を作成するもので交差関係が明確なものは不要） 

・「道路工事調整協議会」に提出する図面（調整図面） 

・構造図 

・詳細図 

・配筋図 

・舗装復旧図 

・配水管工事に伴う接合替工事（以下、「接合替工事」という）図面 

・その他工事に必要な図面 

⑥ 計算書等 

・構造計算書 

・数量計算書（配管図、材料明細書（請負者調達材料明細書、仮管材料明細書、排水設

備材料明細書、撤去材料明細書及び重量算出計算書、土工・管工等各種数量計算書） 

⑦ 各種申請関係書類等 

・道路占用許可申請書（工程表、位置図等添付書類含む） 

・道路使用許可申請書（工程表、位置図、交通処理図等添付書類含む） 

⑧ その他、監督職員監督職員等が指示する書類 

（３）電子データ（前項のうち、図面、計算書等及び交通処理図の電子データ） 

（４）調整図面 

（５）各種申請関係書類 
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① 道路占用許可申請書（申請書（表紙）、添付図書一覧表、位置図、工程表、給水管集

計表、調整図面、舗装復旧図面、接合替工事図面） 

② 道路使用許可申請書（申請書（表紙）、位置図、工程表、調整図面、舗装復旧図面、

接合替工事図面、交通処理図） 

（６）その他、監督職員監督職員等が指示する書類 

（７）提出部数 

提出部数については、表２－２のとおりとする。 

 

表２‐２ 

番号 種  別 部数 備  考 

１ 設計業務等実績報告書  １  

２ 業務報告書  

①業務委託協議等（録）  

②照査報告書  

③地下埋設物調査資料  

④現場調査写真  

⑤図面 

位置図・平面図・縦断面図・横断面図・埋設物関係の交差図・

構造図・詳細図・配筋図・舗装復旧図・接合替工事図面・その

他、監督職員監督職員等が指示する図面  

⑥計算書等  

構造計算書、数量計算書（配管図、材料明細書、撤去材料明細

書及び重量算出計算書、土工・管工等各種数量計算書）、その

他監督職員監督職員等が指示する計算書等  

⑥申請関係書類  

道路占用許可申請書、道路使用許可申請書  

⑥その他、監督職員監督職員等が指示する書類  

１ 
カラー印刷  

（Ａ４折り）  

３ 
電子データ  

（上記設計業務等報告書添付書類の図面、計算書等、交通処理図） 
１  

４ 
調整図面 

※道路工事調整を行わない案件においては提出不要 
２ 

カラー印刷  

（Ａ３折り）  

５ 

道路占用許可申請書  

表紙、添付図書一覧表、位置図、工程表、給水管集計表、調整

図面、舗装復旧図、接合替図  

６ 
カラー印刷  

（Ａ４折り）  

６ 

道路使用許可申請書  

表紙、位置図、工程表、調整図面、舗装復旧図、接合替図、交

通処理図 

※給水装置整備工事等設計においては、部数は監督職員監督職員等の指示による。  

３※ 
カラー印刷  

（Ａ４折り）  

 

２－１－121 審  査 

設計が完成したときは、本編第２章２－１－11 提出図書類 に示す図書について監督職員監

督職員等の審査を受け、不備な点は直ちに訂正補足しなければならない。なお、設計中におい

ても適宜監督職員監督職員等と協議し、審査を受けるものとする。  

２－１－132 業務報告書の作成 

１．報告書は、図２‐１を標準として、ファイル等に一括してまとめた上で、表紙には標題を
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必ず明記し、照査技術者、管理技術者及び担当技術者が内容確認を証明する押印を行うも

のとする。 

２．報告書には、業務委託協議等（録）（コピー可）、写真、照査報告書、各種数量計算書、構

造計算書図面等を綴じ込み、目次を必ず添付しなければならない。 

３．報告書の大きさはＡ４版を標準とする。 

背表紙 

字
の
大
き
さ
→ 

表   紙 

○
○×

×

年
度 

 

○
○
○
○
設
計
業
務
委
託 

 

○
○
○
○
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
㈱ 

(小)→ 

 

 

(大)→ 

 

 

←(小) 

 

 

 

 

(小)→ 

←(小) 

 

(中)→ 

 

 

 

 

○○××年度 

 

 

○○○○設計業務委託 

（契約名称とする） 

 

報 告 書 

 

 

 

 

○○  年  月 

 

 

○○○○コンサルタント(株) 

 

照査技術者 管理技術者 担当技術者 

   

 

図２‐１ 業務報告書 

 

２－１－143 電子データの提出 

本編第２章２－１－11 提出図書類 に規定する電子データの提出については、以下によるもの

とする。 

１．電子媒体は、ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ（一度しか書き込みができないもの）の使用を

原則とする。 

２．電子媒体には、業務名称、受注者名、整理番号、提出日時、データ内容等を明記しなけ

ればならない。 



2‐16 

３．提出にあたって、受注者は、以下のウイルス対策を行わなければならない。 

・納品すべき成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行い、ウイルス感染が無い事

を確認する。 

・ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、信頼性の高いものを使用する。  

・最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（ア

ップデート）したものを利用する。  

・電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス（パターンファイ

ル）定義年月日またはパターンファイル名」、「チェック年月日（西暦表示）」を明記す

る。 


